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青森市農業集落排水施設条例（平成十七年条例第百七十一号）新旧対照表 

改正後 改正前 

（使用料の算定基準） （使用料の算定基準） 

第十六条 使用料は、毎月の定例日（使用料

算定の基準日として、あらかじめ管理者が

定めた日をいう。以下同じ。）現在により

その日の属する月分として算定する。ただ

し、やむを得ない理由があるときは、管理

者は、定例日を変更することができる。 

第十六条 使用料は、毎月の定例日（使用料

算定の基準日として、あらかじめ管理者が

定めた日をいう。以下同じ。）現在により

その日の属する月分として算定する。ただ

し、やむを得ない理由があるときは、管理

者は、定例日を変更することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、管理者が必要

と認めるときは、隔月の定例日現在により

その日の属する月分及びその前月分として

使用料を算定することができる。 

〔追加〕 

３ 施設の使用を中止し、又は廃止したとき

は、前二項の定例日によらないことができ

る。 

２ 施設の使用を中止し、又は廃止したとき

は、前項  の定例日によらないことができ

る。 

（使用料の徴収方法） （使用料の徴収方法） 

第二十一条  １～３ 〔略〕 第二十一条 １～３ 〔略〕 

４ 第十六条第三項の規定による場合の使用

料は、その都度、これを徴収する。 

４ 第十六条第二項の規定による場合使用料

は、その都度、これを徴収する。 

 


